
亀山市告示第１０６号  

 亀山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を次のように定める。  

  平成３０年５月３１日  

亀山市長  櫻  井  義  之  

 

亀山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１条  この告示は、入園料及び保育料を軽減する事業（以下「幼

稚園就園奨励事業」という。）を実施する私立幼稚園（子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）附則第７条ただし書の

規定により、別段の申出をした幼稚園に限る。以下同じ。）の設

置者に対し補助金を交付することにより、幼稚園教育を受ける機

会の均等を図ることを目的とする。  

（定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

（１）対象園児  市内に住所を有する満３歳以上の者で私立幼稚園

に在園しているものをいう。  

（２）保育料等  対象園児に係る入園料及び保育料をいう。  

（３）世帯構成員  対象園児と同一世帯に属し、生計を同じくする

父母 及 び 父 母 以 外 の 扶 養 義 務 者 （ 家 計 の 主 宰 者 で あ る 者 に 限

る。）の全ての者をいう。  

（補助金の名称）  

第３条  この告示により交付する補助金は、亀山市私立幼稚園就園

奨励費補助金（以下「補助金」という。）という。  

（補助金の交付対象者）  

第４条  補助金の交付対象者は、対象園児の保護者であって次に掲

げる世帯に属するものから徴収すべき保育料等を減額し、又は免

除する私立幼稚園の設置者（以下「設置者」という。）とする。  



（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護

を受けている世帯  

（２）世帯構成員が当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非

課税となる世帯  

（３）世帯構成員が当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税

額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）による住宅借

入金等特別税額控除の適用前の額であって、世帯構成員のうち

２人以上に所得がある場合は、これらの者の所得割課税額の合

計額。以下同じ。）が、３万４，５００円に、年齢（当該年度

の前年度の１２月末日の年齢をいう。以下この条及び別表にお

いて同じ。）１６歳未満の扶養親族の数に２万１，３００円を

乗じて得た額及び年齢１６歳以上１９歳未満の扶養親族の数に

１万１，１００円を乗じて得た額を加えて得た額（以下「第１

基準額」という。）以下の世帯  

（４）世帯構成員が当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税

額が、第１基準額を超え、１７万１，６００円に、年齢１６歳

未 満 の 扶 養 親 族 の 数 に １ 万 ９ ， ８ ０ ０ 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加

え て 得 た 額 及 び 年 齢 １ ６ 歳 以 上 １ ９ 歳 未 満 の 扶 養 親 族 の 数 に

７，２００円を乗じて得た額を加えて得た額（以下「第２基準

額」という。）以下の世帯  

（５）前４号以外の世帯で、対象園児に、幼稚園（学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園をいう。）、

保育所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第３９条第１項に規定する保育所をいう。）、認定

こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第７条第１

項 に 規 定 す る 認 定 こ ど も 園 を い う 。 ） 、 特 別 支 援 学 校 幼 稚 部

（学校教育法第７６条第２項に規定する幼稚部をいう。）若し

くは児童心理治療施設通所部（法第７条第１項に規定する児童

心理治療施設の通所部をいう。）に入所し、又は児童発達支援



（法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援をいう。）

若しくは医療型児童発達支援（法第６条の２の２第３項に規定

する医療型児童発達支援をいう。）を利用している就学前の児

童（以下「幼稚園等就園児童」という。）である兄若しくは姉

が１人以上いる世帯又は小学校（義務教育学校の前期課程を含

む。以下同じ。）１年生から３年生までの兄若しくは姉がいる

世帯  

（補助金の額）  

第５条  補助金の額は、別表に定める金額を限度とし、予算の範囲

内において市長が定める額とする。  

（補助金の交付申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとする設置者は、亀山市私立幼稚

園就園奨励費補助金交付（変更）申請書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添付して市長に申請するものとする。申請した事項に

変更があったときも、同様とする。  

（１）事業計画書（様式第２号）  

（２）保育料等減免措置に関する調書（様式第３号）  

（３）園則その他保育料等の額を明らかにする書類  

（補助金の交付決定）  

第７条  市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査

し、適当と認めたときは、亀山市私立幼稚園就園奨励費補助金交

付（変更）決定通知書（様式第４号）により前条の申請書を提出

した設置者に通知するものとする。  

（実績の報告）  

第８条  補助金の交付を受けた設置者は、幼稚園就園奨励事業が完

了した日から起算して１５日以内又は３月２０日のいずれか早い

日までに亀山市私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書（様

式第５号）を市長に提出するものとする。  

（書類の整備）  

第９条  補助金の交付を受けた設置者は、保育料等の減額又は免除



をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならな

い。  

２  前項の書類の保存期間は、５年間とする。  

（調査）  

第１０条  市長は、補助金の使途に関して必要があると認めるとき

は、補助金の交付を受けた設置者から前条の書類の提出及び報告

を求め、又は調査することができる。  

（委任）  

第１１条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別

に定める。  

附  則  

この告示は、公表の日から施行し、平成３０年度分の補助金の交

付から適用する。  

  



別表（第５条関係）  

単位  円  

階層  定義  
補助の限度額（年額）  

第１子  第２子  第３子以降
第１
階層  

生活保護の規定によ
る保護を受けている
世帯  

3 0 8 , 0 0 0  

第２
階層  

当該年度に
納付すべき
市町村民税
の所得割が
非課税とな
る世帯  

ひとり親
世帯等  3 0 8 , 0 0 0  

ひとり親
世帯等以
外の世帯

2 7 2 , 0 0 0  3 0 8 , 0 0 0  

第３
階層  

当該年度に
納付すべき
市町村民税
の所得割課
税額が第１
基準額以下
の世帯  

ひとり親
世帯等  2 7 2 , 0 0 0  3 0 8 , 0 0 0  

ひとり親
世帯等以
外の世帯 1 3 9 , 2 0 0  2 2 3 , 0 0 0  3 0 8 , 0 0 0  

第４
階層  

当該年度に納付すべ
き市町村民税の所得
割課税額が第１基準
額を超え第２基準額
以下の世帯  

6 2 , 2 0 0  1 8 5 , 0 0 0  3 0 8 , 0 0 0  

第５
階層  

上記区分以外の世帯
― 1 5 4 , 0 0 0  3 0 8 , 0 0 0  

 備考  

１  「ひとり親世帯等」とは、対象園児の保護者又は保護者と

同一の世帯に属する者が次の各号に該当する世帯をいう。  

（１）生活保護法第６条第２項に規定する要保護者  

（２）母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）による配偶者のない者で現に児童を扶養している者  

（３）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５

条第 ４ 項 の 規 定 に よ り 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者

（在宅の者に限る。）  

（４）療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第

１５６号）の規定により療育手帳の交付を受けた者（在宅



の者に限る。）  

（５）精神保険及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。）  

（６）特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法

律第１３４号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

（在宅の者に限る。）  

（７）国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民

年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者（在宅の者に

限る。）  

（８）その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認

める者  

２  「第１子」とは、１人就園の場合にあっては当該園児をい

い、同一世帯から幼稚園等就園児童が２人以上就園している

場合にあっては最年長者である対象園児をいう。  

３  「第２子」とは、同一世帯に幼稚園等就園児童又は小学校

１年生から３年生までの児童の兄又は姉を１人有している対

象園児をいう。  

４  「第３子以降」とは、同一世帯から幼稚園等就園児童又は

小学校１年生から３年生までの児童の兄又は姉を２人以上有

している対象園児をいう。  

５  世帯構成員のうち２人以上に所得がある場合は、これらの

者の所得割課税額の合計額とする。  

６  小学校１年生から３年生までの児童は、当該学年に就学す

べき本来の年齢である児童とし、就学の免除等により就学し

ていない児童を含むものとする。  

７  備考３及び４の規定にかかわらず、第３階層以下の世帯に

次の各号に該当する者であって保護者と生計を一にするもの

が複数人いる場合については、「第２子」とは複数人のうち



２番目の者をいい、「第３子以降」とは３番目以降の者をい

う。  

（１）保護者に監護される者  

（２）保護者に監護されていた者  

（３）保護者又はその配偶者の直系卑属（前２号に掲げる者を

除く。）  

８  対象園児が途中入園し、又は退園した場合における補助金

の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める算

式により算定した金額（その額に５０円未満の端数があると

きはこれを切り捨て、５０円以上の端数があるときはこれを

１００円に切り上げるものとする。）を限度とする。  

（１）入園料が発生する場合  この表に規定する金額×（保育

料の支払月数＋３）÷１５  

（２）入園料が発生しない場合  この表に規定する金額×保育

料の支払い月数÷１２  

９  保護者が実際に支払った保育料等の合計額がこの表を下回

る場合は、当該支払額を限度とする。  

１０  外国から帰国した場合等、居住している市町村の市町村

民税が課税されない場合でも、所得を把握し、所得割課税額

の仮定計算を行う。  



様式第１号（第６条関係） 

 

亀山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付（変更）申請書 

 

  年  月  日 

  

亀山市長  様 

住所               

法人名              

幼稚園名             

理事長名          印  

 

   年度亀山市私立幼稚園就園奨励費補助金を下記のとおり交付されるよう関係書類を

添えて申請します。 

 

記 

 

  補助金交付申請額  金           円 



様式第２号（第６条関係） 

 

事 業 計 画 書 幼稚園名  

保育料等減免階層区分 
満３
歳児 

３歳
児 

４歳
児 

５歳
児 

計 
① 

減免単価 
② 

減免額 
①×② 

生活保護（第１階
層） 

第１子 
人 人 人 人 人 円 円 

第２子 
       

第３子 
       

市町村民
税所得割
非 課 税
（第２階
層） 

ひとり
親世帯
等 

第１子 
       

第２子 
       

第３子 
       

ひとり
親世帯
等以外
の世帯 

第１子 
       

第２子 
       

第３子 
       

市町村民
税所得割
課税額第
１基準額
以下（第
３階層） 

ひとり
親世帯
等 

第１子 
       

第２子 
       

第３子 
       

ひとり
親世帯
等以外
の世帯 

第１子 
       

第２子 
       

第３子 
       

市町村民税所得割
課税額第２基準額
以下（第４階層） 

第１子 
       

第２子 
       

第３子 
       

市町村民税所得割
課税額第２基準額
を超える世帯（第
５階層） 

第２子 
       

第３子 
       

合計 
       

 

 



様式第３号（第６条関係） 
保育料等減免措置に関する調書 

年  月  日作成  

在園幼稚園名 
園 児 の 

氏 名 

(ふりがな) 

  (  歳児)満 歳 月 年 月 日生 男 女 

幼稚園 

  (  歳児)満 歳 月 年 月 日生 男 女 

  (  歳児)満 歳 月 年 月 日生 男 女 

1 園児の属する世帯の状況(6月1日現在) 

氏 名 
(ふりがな) 

生 年 月 日 
（満 年 齢） 

性
別 

続
柄 

学校名等 
市 町 村 民 税  
課 税 額（円） 

均 等 割 額 所 得 割 額 

 
年 月 日生 
（満   歳） 

男
女 

 
校(  年) 
園( 歳児)   

 
年 月 日生 
（満   歳） 

男
女 

 
校(  年) 
園( 歳児)   

 
年 月 日生 
（満   歳） 

男
女 

 
校(  年) 
園( 歳児)   

 
年 月 日生 
（満   歳） 

男
女 

 
校(  年) 
園( 歳児)   

 
年 月 日生 
（満   歳） 

男
女 

 
校(  年) 
園( 歳児)   

 
年 月 日生 
（満   歳） 

男
女 

 
校(  年) 
園( 歳児)   

世  帯  区  分 

ひとり親世帯等    生活保護を受けている世帯      在宅障がい児（者）のいる世帯 

園児保護者 

 上記のとおり提出します。 
 保育料等の減免措置について必要のあるときは、市職員が世帯情報を閲覧し、又
は調査することに同意します。 
住 所  亀山市 

氏 名               印 

幼稚園設置者記入欄 

 上記の者は、当幼稚園の在園児であることを証明します。 

年  月  日 

 亀山市長 様 

法 人 名 幼稚園名              印    
理事長名                   

                

階層区分 

第１階層 
第２階層 
第３階層 
第４階層 
第５階層 

備考 
１ 園児の氏名の欄は、上欄から最年長者、次年長者の順に記入してください。 
２ 園児の属する世帯の状況の欄は、園児と生計を一にするすべての者を記入し、所得割額について
は、住宅借入金等特別税額を控除する前の額を記入してください。 
３ 世帯区分の欄は、該当する場合のみ園児の世帯を「○」で囲んでください。 
４ 階層区分の欄は、園児の世帯の該当する階層を「○」で囲んでください。 
５ 市町村民税の納税通知書の写し又は市町村民税・県民税課税証明書を添付してください。ただし、
第５階層の世帯の園児は添付する必要はありません。 
６ 生活保護法の規定による保護を受けている世帯については、生活保護受給者証明書を添付してく
ださい。 
７ 在宅障がい児（者）のいる世帯については、その児童（者）の係る身体障害者手帳、精神障害者
保健福祉手帳、療育手帳のうちいずれかの写しを添付して下さい。 
８ 特別児童扶養手当を受けている園児がいる世帯については、特別児童扶養手当証書の写しを添付
してください。 
９ 国民年金の障害基礎年金の受給者がいる世帯については、国民年金手帳の写しを添付してくださ
い。 



様式第４号（第７条関係） 

 

亀山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付(変更)決定通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

  幼稚園理事長 様 

 

亀山市長          印 

 

 先に申請のあった    年度亀山市私立幼稚園就園奨励費補助金について、次のとお

り交付決定したので通知します。 

 

園 児 名 保 護 者 名 住 所 減免決定額 該 当 区 分 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



様式第５号（第８条関係） 

 

亀山市私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書 

 

  年  月  日 

亀山市長  様 

住所             

法人名             

幼稚園名            

理事長名            印   

 

    年  月  日付亀山市指令亀子第    号で交付決定を受けた    年度幼稚園

就園奨励事業が完了したので、次のとおり実績報告します。 

 

保育料等減免階層区分 
満３
歳児 

３歳
児 

４歳
児 

５歳
児 

計 
① 

減免単価 
② 

減免額 
①×② 

生活保護（第１階
層） 

第１子 
人 人 人 人 人 円 円 

第２子 
       

第３子 
       

市町村民
税所得割
非 課 税
（第２階
層） 

ひとり
親世帯
等 

第１子 
       

第２子 
       

第３子 
       

ひとり
親世帯
等以外
の世帯 

第１子 
       

第２子 
       

第３子 
       

市町村民
税所得割
課税額第
１基準額
以下（第
３階層） 

ひとり
親世帯
等 

第１子 
       

第２子 
       

第３子 
       

ひとり
親世帯
等以外
の世帯 

第１子 
       

第２子 
       

第３子 
       

小計（Ａ） 
       

 



保育料等減免階層区分 
満３
歳児 

３歳
児 

４歳
児 

５歳
児 

計 
① 

減免単価 
② 

減免額 
① ② 

市町村民税所得割
課税額第２基準額
以下（第４階層） 

第１子 
人 人 人 人 人 円 円 

第２子 
       

第３子 
       

市町村民税所得割
課税額第２基準額
を超える世帯（第
５階層） 

第２子 
       

第３子 
       

小計（Ｂ） 
       

 

途中入園又は退園した園児のうち、入園料が発生した園児に係る実績 

学級 
多子軽減 
区分 

階層 
表に規定する
金額 
③ 

保育料の支払
い月数 
④ 

減免額 
③×（④＋３）
÷１５ 

歳児 第  子 
第  階層 

（□ ひとり親等） 
円 月 円 

歳児 第  子 
第  階層 

（□ ひとり親等） 
   

歳児 第  子 
第  階層 

（□ ひとり親等） 
   

歳児 第  子 
第  階層 

（□ ひとり親等） 
   

歳児 第  子 
第  階層 

（□ ひとり親等） 
   

小計（Ｃ）  

 

途中退園した園児のうち、入園料が発生していない園児に係る実績 

学級 
多子軽減 
区分 

階層 
表に規定する
金額 
⑤ 

保育料の支払
い月数 
⑥ 

減免額 
⑤×⑥÷１２ 

歳児 第  子 
第  階層 

（□ ひとり親等） 
円 月 円 

歳児 第  子 
第  階層 

（□ ひとり親等） 
   

歳児 第  子 
第  階層 

（□ ひとり親等） 
   

歳児 第  子 
第  階層 

（□ ひとり親等） 
   

歳児 第  子 
第  階層 

（□ ひとり親等） 
   

小計（Ｄ）  

 

減免額合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 円  
 


